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（例規２１） 

勤勉手当の成績率の決定手続について（通達） 

 

標記について、「勤勉手当の成績率の運用について」（人給第６８４９号（２ 

１．５．２９））のとおり通知を受けたので、平成２１年６月１日から下記のと 

おり実施されたい。 

なお、陸幕１第５９２号（４５.１１.１１）「勤勉手当の支給について（通

達）」（例規２１）は、平成１０年３月３１日限り廃止する。 

記 

 

１ 趣 旨 

勤勉手当の成績率の上申、決定及び支給手続について必要な事項を定める 

ものとする。 

 

２  定 義 

この通達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると 

ころによる。 

（１）基準日 一般職の職員の給与に関する法律（昭和２５年法律第９５号。以下

「一般職給与法」という。）第１９条の７第１項に規定する基準日をいう。 

（２）業績評価 人事評価に関する訓令（平成２８年防衛省訓令第５６号。以下「人

事評価訓令」という。）第５条第４項の規定による定期評価における業績評価

をいう。 

（３）全体評語 人事評価訓令第６条第１項に規定する全体評語をいう。 

（４）指定職職員 防衛省の職員の給与等に関する法律（昭和２７年法律第２ 

２６号。以下「防衛省給与法」という。）第６条の規定の適用を受ける職員を 

いう。 

 



 

（５）特定管理職員 防衛省給与法第１８条の２第１項においてその例によることと

される一般職給与法第１９条の４第２項に規定する特別管理職員をいう。 

（６）一般職員 指定職職員及び特定管理職員以外の職員をいう。 

（７）再任用職員 自衛隊法（昭和２９年法律第１６５号）第４５条の２第１項の規 

定により採用された職員をいう。 

（８）定年前再任用短時間勤務職員等 防衛省給与法第５条第１項に規定する定年前

再任用短時間勤務職員、再任用職員及び国家公務員法等の一部を改正する法律

（令和３年法律第６１号）附則第８条第４項に規定する暫定再任用隊員をい

う。 

（９）決定権者 勤勉手当に係る成績区分の決定の権限を有する者であり、指 

定職職員にあっては防衛大臣を、指定職職員以外にあっては陸上幕僚長を 

いう。 

（10）評価者 陸上自衛隊人事評価実施の細部に関する達（陸上自衛隊達第２ 

１－３０号）別表に規定する評価者をいう。 

（11）上申権者 任命権に関する訓令(昭和３６年防衛庁訓令第４号)の定める 

ところにより昇給を行う者（以下「昇給権者」という。）及び昇給権者に 

準ずる者として別紙第１で指定した部隊等の長をいう。 

（12）成績率運用通知 勤勉手当の成績率の運用について（人給第６８４９号 

（２１.５.２９））をいう。 

 

３  成績区分及び対象者等 

（１）成績区分は、次の掲げる区分による。 

ア 特優者（甲） 

指定職職員及び定年前再任用短時間勤務職員等以外の職員であって、直近  

の業績評価（基準日以前における直近の業績評価をいう。以下同じ。）の全  

体評語が非常に優秀（人事評価訓令第６条第２項第１号に規定する自衛官にあ

っては、上位。イ及びウにおいて同じ。）の段階以上である職員のうち、勤務

成績が特に優秀であると決定権者に認められた者 

イ  優秀者（乙） 

直近の業績評価の全体評語が優良（人事評価訓令第６条第２項第 

１号に掲げる自衛官にあっては、上位。）の段階以上である職員のうち、勤 

務成績が優秀であると決定権者に認められた者 

ウ  標準者（丙） 

(ｱ)  直近の業績評価の全体評語が優良の段階以上である職員のうち、ア、イ 

に該当しない者 

(ｲ)  直近の業績評価の全体評語が良好（人事評価訓令第６条第２項第２号に  

規定する自衛官及び事務官等にあっては、中位。）の段階である者 

(ｳ)  直近の業績評価の全体評語がない職員 

エ  やや良好でない者（丁） 

(ｱ)  人事評価訓令第６条第２項第１号及び第２号に規定する自衛官及び事 

務官等において、直近の業績評価の全体評語がやや不十分の段階以下で 

ある職員のうち、勤務成績がやや良好でないと決定権者に認められた者 



(ｲ)  人事評価に関する訓令第６条第２項第３号に掲げる自衛官及び事務 

官等においては、業績評価の全体評語がやや不十分である者 

オ  良好でない者（戊） 

(ｱ)  人事評価訓令第６条第２項第１号及び第２号に掲げる自衛官及び事 

務官等において、直近の業績評価の全体評語がやや不十分の段階以下で 

ある職員のうち、勤務成績が良好でないと決定権者に認められた者 

 (ｲ)  人事評価訓令第６条第２項第３号に掲げる自衛官及び事務官等にお 

いては、業績評価の全体評語が不十分である者 

カ  訓戒者等 

基準日以前６月以内の期間において訓戒（訓戒等に関する訓令（昭和３ 

１年防衛庁訓令第３３号）第２条第１項に規定する訓戒をいう。）又は注 

意（同条第２項に規定する注意をいう。）を受けた者 

キ  戒告処分者 

(ｱ)  基準日以前６月以内の期間において戒告（自衛隊法第４６条第１項の 

規定による戒告をいう。次号において同じ。）の処分を受けた者 

(ｲ)  基準日以前６月以内の期間において戒告の処分の対象となる事実が 

あった者（当該事実に基づき前号に該当することとなった場合を除く。） 

ク  減給処分者 次に掲げる職員をいう。 

(ｱ)  基準日以前６月以内の期間において減給（自衛隊法第４６条第１項 

の規定による減給をいう。次号において同じ。）の処分を受けた者 

(ｲ)  基準日以前６月以内の期間において減給の処分の対象となる事実が 

あった者（当該事実に基づき前号に該当することとなった場合を除く。） 

ケ  降任又は停職処分者 

(ｱ)  基準日以前６月以内の期間において降任（自衛隊法第４６条第１項 

の規定による降任をいう。次号において同じ。）又は停職（同項の規定 

による停職をいう。ロにおいて同じ。）の処分を受けた者 

(ｲ)  基準日以前６月以内の期間において降任又は停職の処分の対象とな 

る事実があった者（当該事実に基づき前号に該当することとなった場 

合を除く。） 

（２）次の定年前再任用短時間勤務職員等以外の職員は、「特優者」及び「優秀 

者」とはしないものとする。 

ア  勤勉手当に係る勤務期間が６月未満の者 

イ  基準日現在、学校等に所属（部隊等への付配置を含む。）し、入校を 

命ぜられている者（会社等研修及び医官の部内外研修を含む。） 

ウ  評価期間の全期間にわたり、入校を命ぜられている者 

エ  条件附き採用期間の者、２等陸士（同時期入隊の一般曹候補生を含む。）及

び幹部候補生（部内幹部候補生を除く。） 

（３）指定職職員及び定年前再任用短時間勤務職員等は、「特優者」とはしないも 

のとする。 

（４）複数の成績区分の対象となる職員 

複数の成績区分に該当する職員については、より下位の成績率（成績率 

運用通知第３に規定する職員及び成績区分に応じた成績率をいう。）の区 

分とする。 



４  上申、決定手続 

（１）特優者及び優秀者の基準数 

ア  決定権者は、特優者及び優秀者の成績率を適用する職員の数につい 

て、成績率運用通知第２第２０号の勤勉手当支給限度額から算定した基 

準となる数（以下「基準数」という。）を指揮系統を通じて上申権者に 

通知する。 

ただし、国際平和協力業務等に複数回派遣された職員に係る勤勉手当 

の成績率の適用について(人制第８２４１号(１９．８．２９))の規定に 

該当する者(以下「海外複数回派遣者」という。)がいる場合には基準数 

とは別に上申権者に通知する。 

イ  上申権者は、指揮系統を通じて評価者に基準数及び海外複数回派遣者  

数を自衛官と事務官等に区分して示すものとする。 

（２）上申手続 

ア  評価者は、示された基準数の範囲内において、階級及び職務の級ごとに、 

別紙第２に示す基準に基づき「特優者」及び「優秀者」（以下「特優者等」 

という。）を選考し、勤務手当の成績率通知書（様式別紙第３）を作成し、 

支給日の３５日前までに上申権者に送付するものとする。 

この際、第３項第１号エ(ｱ及びオ(ｱに該当する者については、特優者 

等とは別様に成績率通知書の様式に準じて作成し、上申するものとする。 

イ  上申権者は、通知された「特優者等」及び「良好でない職員等」を取り 

まとめ、指揮系統を通じて支給日の３０日前までに決定権者に上申する。 

この際、上申権者は通知された者のうち不適当と認める者がいる場合、 

又は通知された者以外の者で該当者がいると認める場合には、全般の均 

衡を考慮してこれを修正することができる。 

なお、定年前再任用短時間勤務職員等の上申は、同じ階級又は職務の級の 

定年前再任用短時間勤務職員等以外の職員の上申権者が行うものとする。 

ウ  海外複数回派遣者に該当する者がいる場合、上記手続きに準じて決定 

権者に上申するものとする。 

（３）決定手続 

決定権者は、上申を受けて「特優者等」及び「良好でない職員等」を決 

定し、支給に必要な通知を支給日の２５日前までに実施する。 

 

５  支給事務手続 

（１）勤務状況通知作成者への通知 

ア  指定職職員 

指定職職員の属する部隊及び機関等の長は、防衛大臣又は防衛大臣の 

指定する者の決定通知に基づき、標準者以外の者の階級、氏名を指揮系 

統を通じて勤務状況通知書作成者(陸上自衛隊給与取扱規則(陸上自衛隊 

達第１６－３号)第４条に規定する中隊長等をいう。)に通知する。 

イ  特定管理職員及び一般職員 

上申権者は、決定権者の通知に基づき、「標準者」以外の者(特定管理 

職員にあっては全職員)の階級又は職務の級、氏名を指揮系統を通じて勤 

務状況通知書作成者(陸上自衛隊給与取扱規則(陸上自衛隊達第１６－３) 



第４条に規定する中隊長等をいう。)に通知する。 

（２）勤務状況通知書作成者は、通知された成績率に対応する区分を昇給記録 

カード又は昇給記録表（陸上自衛隊人事業務規則（陸上自衛隊達第２１－ 

６号）別紙第５３、別紙第５４及び事務官等人事業務規則（陸上自衛隊達 

第２１－１３号）別紙第２７に規定するカード等をいう。）に記録すると 

ともに陸上自衛隊給与取扱規則第６条第２項によって処理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙第１ 

 

昇給権者に準ずる上申権者 

 

（自衛官） 

部隊区分 被評定者 上申権者 

共通 准尉 曹士の上申権者 

陸幕 各部等 ２佐以下 各部長等 

防衛大臣直

轄部隊等 

警務隊を除く防衛大臣直轄

部隊等 

 

防衛大臣直轄部隊等の長 

学校 隊 隊長 

方面隊 

群 大隊 大隊長 

施設団 施設器材隊 施設器材隊長 

駐屯地業務隊 駐屯地業務隊長 

補給処 支処 支処長（１佐に限る。） 

自衛隊病院 病院長 

方面航空隊 航空野整備隊 航空野整備隊長 

師団・ 

旅団・団 
連隊 大隊 大隊長 

陸上総隊 

団 

連隊 大隊 大隊長 

後方支援隊 後方支援隊長 

群・連隊・隊 群長・連隊長・隊長 



自衛隊情報保全隊  情報保全隊司令 

自衛隊中央病院  病院長 

自衛隊体育学校  学校長 

自衛隊地方協力本部  地方協力本部長 

 

（事務官等） 

部隊区分 被評定者 上申権者 

陸幕 各部等 室・班６級以下 各部長等 

防衛大臣直轄部隊等 １級の隊員 直轄部隊等の長 

陸上総隊司令部（隷下含む。） ６級以下の隊員 陸上総隊司令官 

方面隊 

共通 ６級以下の隊員 方面総監 

第４師団 ３級以下の隊員 師団長 

通信群 

１級の隊員 

通信群長 

駐屯地業務隊 駐屯地業務隊長 

補給処 支処 支処長（１佐に限る。） 

自衛隊病院 病院長 

自衛隊地方協力本部 地方協力本部長 

自衛隊体育学校 ３級以下の隊員 学校長 

 



別紙第２ 

 

勤勉手当の成績率を決定する場合の基準 

 

 

勤勉手当の成績率を決定する場合は、直近の業績評価に基づくほか、勤務成 

績の判定の要素として、評価期間において、次に掲げる事由の一に該当する者 

の中から選考する。 

１ 優秀者の成績率の適用を受ける者 

直近の業績評価の評語が上位の者の中から、事由の一に該当する者 

（１）勤務成績が優良とされる場合 

ア  困難な課題に取り組み成果を挙げた場合 

イ  精神的、身体的労苦の多い職務に従事し成果を挙げた場合 

ウ  自己研鑚に努め、職務遂行能力に顕著な向上があると認められた場合 

エ  その他、常日頃職務に精励するとともに模範とされる場合 

（２）繁忙な業務に従事したとされる場合 

繁忙な業務に相当の期間にわたり従事した場合 

 

２ 特優者の成績率の適用を受ける者 

直近の業績評価の評語が上位の者の中から、下記項目に該当すると認める 

場合 

（１）特殊な知識、経験、技能等を必要とする困難な課題に取り組み成果を挙 

げた場合 

（２）重要政策等に参画し、評価期間における緊急度又は困難度が高いと評価 

し得る業務を遂行し、成果を挙げた場合 

（３）部外等との折衝業務等のうち、困難度が高いと認められる業務に従事 

し、成果を挙げた場合 

（４）精神的、身体的労苦の多い職務に相当の期間にわたり従事し、成果を挙 

げた場合 

（５）業務に直接関連する高度の公的免許等又はこれに相当する部内資格を取 

得したことにより、職務遂行能力に顕著な向上があると認められる場合 

（６）職務に関する自らの創意発案により当該職務遂行の改善に成果を挙げた 

場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙第３ 

 

勤勉手当の成績率通知書 

 

（特有者、優秀者の区分）                     部隊等名 

連

番 
階級 氏 名 認 番 

直近の 

業績評価 

勤務成績の 

判定の要素 
選考理由 

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記入要領 

１  「特優者」又は「優秀者」について、区分ごと別様で作成する。 

２  事務官等の場合、階級の欄は職務の級に、認番の欄は個人番号として記入 

する。 

３  勤務成績の判定の要素については、別紙第２示す勤務成績の判定の基準の 

該当項目・号等を記入する。 

４  選考理由については、成果のあった事項を簡潔に記載する。 

５  記載例 

連

番 
階級 氏 名 認 番 

直近の 

業績評価 

勤務成績の 

判定の要素 
選考理由 

１ ２曹 ００００ Ｘxxxxxxxx 非常に優秀 第１項（１）イ 
国際協力活

動参加 

 


